
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　規

　則 

○
福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                         

二
一
二 

○
福
島
県
土
地
改
良
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                             

二
一
二 

　告

　示 

○
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
公
金
事
務
を
委
託
し
た
件
二
件                             

二
二
三 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
件
二
件                       

二
二
三 

○
計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
件                                             

二
二
五 

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件                                       

二
二
六 

　公

　告 

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件
二
件                                         

二
二
六 

　福
島
県
公
安
委
員
会 

○
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
の
住
所
及
び
暴
力
追
放
事
業
を
行
う
事
務
所
の 

　所
在
地
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
件                                             

二
二
八 

　福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
件                                   

二
二
八 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

規

　
　則 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
土
地
改
良
法
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

福
島
県
規
則
第
三
十
四
号 

福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
福
島
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
第
一
項
中
「
六
箇
月
ご
と
に
、
感
染
症
（
病
原
体
が
し
尿
に
排
せ
つ
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。

以
下
同
じ
。
）
の
患
者
の
有
無
に
つ
い
て
」
を
「
一
年
ご
と
に
、
病
原
体
が
し
尿
に
排
せ
つ
さ
れ
る
感

染
症
の
患
者
（
病
原
体
の
保
有
者
を
含
む
。
）
の
有
無
に
関
し
て
、
」
に
改
め
る
。 

　
　
　附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
食
品
生
活
衛
生
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
三
十
五
号 

福
島
県
土
地
改
良
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
土
地
改
良
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
福
島
県
規
則
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

第
一
条
第
一
項
第
十
三
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

十
三
の
二

　法
第
五
十
七
条
の
九
第
一
項
（
法
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
情
報
通
信
環
境
整
備
事
業
の
計
画
の
認
可
の
申
請

　情
報
通
信
環
境
整
備
計
画
認

可
申
請
書
（
様
式
第
十
三
号
の
二
） 

十
三
の
三

　法
第
五
十
七
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
七
条
の
九
第
一
項
（
法
第
八
十
四

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
情
報
通
信
環
境
整
備
事
業
計
画
の
変
更

の
認
可
の
申
請

　情
報
通
信
環
境
整
備
計
画
変
更
認
可
申
請
書
（
様
式
第
十
三
号
の
三
） 

十
三
の
四

　法
第
五
十
七
条
の
十
一
第
一
項
（
法
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
連
携
管
理
保
全
事
業
の
計
画
の
認
可
の
申
請

　連
携
管
理
保
全
計
画
認
可
申
請
書

（
様
式
第
十
三
号
の
四
） 

十
三
の
五

　法
第
五
十
七
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
七
条
の
十
一
第
一
項
（
法
第
八

十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
連
携
管
理
保
全
事
業
計
画
の
変
更

の
認
可
の
申
請

　連
携
管
理
保
全
計
画
変
更
認
可
申
請
書
（
様
式
第
十
三
号
の
五
） 

第
一
条
第
一
項
第
十
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

十
四
の
二

　法
第
七
十
一
条
の
七
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
六
十
九
条
第
一
項
（
法
第

八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
財
産
処
分
の
方
法
の
認
可
の
申

請

　解
散
命
令
に
よ
っ
て
解
散
し
た
土
地
改
良
区
（
土
地
改
良
区
連
合
）
の
財
産
処
分
方
法
認
可

申
請
書
（
様
式
第
十
四
号
の
二
） 

十
四
の
三

　法
第
七
十
一
条
の
七
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
七
十
一
条
（
法
第
八
十
四

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
清
算
の
認
可
の
申
請

　解
散
命
令
に
よ
っ

て
解
散
し
た
土
地
改
良
区
（
土
地
改
良
区
連
合
）
の
清
算
認
可
申
請
書
（
様
式
第
十
四
号
の
三
） 

第
一
条
第
一
項
第
十
七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

十
七
の
二

　法
第
八
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
改
良
区
連
合
の
解
散
の
認
可
の
申
請

　土
地
改
良
区
連
合
の
解
散
認
可
申
請
書
（
様
式
第
十
七
号
の
二
） 

十
七
の
三

　法
第
八
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
改
良
区
連
合
の
権
利
義
務
の
承
継
の

認
可
の
申
請

　土
地
改
良
区
連
合
の
権
利
義
務
承
継
認
可
申
請
書
（
様
式
第
十
七
号
の
三
） 

様
式
第
十
三
号
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。 
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様式第13号の２（第１条関係） 
情報通信環境整備計画認可申請書 

年  月  日 

福島県知事 

事務所の所在地          

土地改良区（土地改良区連合）の名称 

理事長の氏名           

 情報通信環境整備事業を行いたいので、土地改良法第57条の９第１項（土地改良法第

84条において準用する同法第57条の９第１項）の規定により、下記の書類を添えて認可

を申請します。 

記 

１ 情報通信環境整備事業計画書 

２ 定款を変更する必要があるときは、変更後の定款 

３ 土地改良法第57条の９第１項の議決に係る総会又は総代会の議事録の謄本 

４ 土地改良法第57条の９第２項において準用する同法第57条の４第３項の協議が調っ

たことを証する書面 

５ 情報通信環境整備事業への参加を予定する者の総数及びその内訳を記載した書面 

６ 情報通信環境整備事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面 

７ 情報通信環境整備事業に要する経費の負担に関する事項及び当該事業への参加に係

る契約に関する事項を記載した書面 

８ 情報通信環境整備事業に係る業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書

面 

９ 情報通信環境整備事業実施地域図 

 

 
 
 

第674号令和 8年 5月22日　金曜日 福 島 県 報 213



─────────────────────────────────────────────────────────── 
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様式第13号の３（第１条関係） 
情報通信環境整備計画変更認可申請書 

年  月  日 

福島県知事 

事務所の所在地          

土地改良区（土地改良区連合）の名称 

理事長の氏名           

     年  月  日付け福島県指令  第   号で認可のあった情報通信環境

整備事業計画を変更したいので、土地改良法第57条の10（土地改良法第84条において準

用する同法第57条の10）において準用する同法第57条の９第１項の規定により、下記の

書類を添えて認可を申請します。 

記 
１ 情報通信環境整備事業変更計画書 
２ 定款を変更する必要があるときは、変更後の定款 
３ 情報通信環境整備事業計画（以下「事業計画」という。）の変更の事由を記載した

書面 
４ 事業計画変更に係る土地改良法第57条の10において準用する同法第57条の９第１項

の議決に係る総会又は総代会の議事録の謄本 
５ 事業計画変更に係る土地改良法第57条の10において準用する同法第57条の４第３項

の規定による協議が調ったことを証する書面 
６ 事業計画変更後に行う情報通信環境整備事業への参加を予定する者の総数及びその

内訳を記載した書面 
７ 事業計画変更後に行う情報通信環境整備事業の事業費の細目及び資金計画を記載し

た書面 
８ 事業計画変更後に行う情報通信環境整備事業に要する経費の負担に関する事項及び

当該事業への参加に係る契約に関する事項を記載した書面 
９ 事業計画変更後に行う情報通信環境整備事業に係る業務の執行及び会計の経理に関

する事項を記載した書面 
10 事業計画変更後の情報通信環境整備事業実施地域図 
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様式第13号の４（第１条関係） 
連携管理保全計画認可申請書 

年  月  日 

福島県知事 

事務所の所在地          

土地改良区（土地改良区連合）の名称 

理事長の氏名           
 

 連携管理保全事業を行いたいので、土地改良法第57条の11第１項（土地改良法第84条に

おいて準用する同法第57条の11第１項）の規定により、下記の書類を添えて認可を申請し

ます。 
記 

１ 連携管理保全事業計画書 
２ 定款を変更する必要があるときは、変更後の定款 
３ 土地改良法第57条の11第１項の議決に係る総会又は総代会の議事録の謄本 
４ 土地改良法第57条の11第４項の規定により同法第57条の14第１項に規定する協議会又
は同法第57条の11第４項に規定する者の意見を聴いたことを証する書面 

５ 土地改良法第57条の11第３項第１号に掲げる事項を定める場合は、以下の⑴から⑷ま
での書面 
⑴ 当該連携管理保全事業への参加を予定する者の総数及びその内訳を記載した書面 
⑵ 当該連携管理保全事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面 
⑶ 当該連携管理保全事業に要する経費の負担に関する事項及び当該事業への参加に係
る契約に関する事項を記載した書面 

⑷ 当該連携管理保全事業に係る業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書
面 

６ 土地改良法第57条の11第３項第２号に掲げる事項を定める場合は、土地改良法施行規
則第50条第２項各号（第７号を除く。）に掲げる書面 
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様式第13号の５（第１条関係） 
連携管理保全計画変更認可申請書 

年  月  日 

福島県知事 

事務所の所在地          

土地改良区（土地改良区連合）の名称 

理事長の氏名           

    年  月  日付け福島県指令  第   号で認可のあった連携管理保全事

業計画を変更したいので、土地改良法第57条の13（土地改良法第84条において準用する

同法第57条の13）において準用する同法第57条の11第１項の規定により、下記の書類を

添えて認可を申請します。 
記 

１ 変更後の連携管理保全事業計画書 
２ 定款を変更する必要があるときは、変更後の定款変更後の定款 
３ 事業計画変更に係る土地改良法第57条の13において準用する同法第57条の11第１項の
議決に係る総会又は総代会の議事録の謄本 

４ 事業計画変更に係る土地改良法第57条の13において準用する同法第57条の11第４項の
規定により同法第57条の14第１項に規定する協議会又は同法第57条の11第４項に規定す
る者の意見を聴いたことを証する書面 

５ 事業計画変更に係る土地改良法第57条の13において準用する同法第57条の11第３項第
１号に掲げる事項を定める場合は、以下の⑴から⑷までの書面 
⑴ 当該連携管理保全事業への参加を予定する者の総数及びその内訳を記載した書面 
⑵ 当該連携管理保全事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面 
⑶ 当該連携管理保全事業に要する経費の負担に関する事項及び当該事業への参加に係
る契約に関する事項を記載した書面 

⑷ 当該連携管理保全事業に係る業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書
面 

６ 事業計画変更に係る土地改良法第57条の13において準用する同法第57条の11第３項第
２号に掲げる事項を定める場合は、土地改良法施行規則第50条第２項各号（第７号を除
く。）に掲げる書面 
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様
式
第
十
四
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 
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様式第14号の２（第１条関係） 
解散命令によって解散した土地改良区（土地改良区連合） 

の財産処分方法認可申請書 
年  月  日 

福島県知事 

事務所の所在地          

土地改良区（土地改良区連合）の名称 

清算人の氏名           

（清算人全員の氏名を連記すること） 

 土地改良法第135条第１項の規定による解散命令（   年  月  日付け  第   

 号）によって解散した    土地改良区（    土地改良区連合）の財産処分の方

法を定めたので、土地改良法第71条の７（土地改良法第84条において準用する同法第71条

の７）の規定によって読み替えて適用する同法第69条第１項の規定により、下記の書類を

添えて認可を申請します。 

記 

１ 貸借対照表 

２ 財産目録 

３ 財産処分の方法を記載した書面 

備考 土地改良施設の管理を行わない土地改良区その他の土地改良法施行規則第25条の

２に規定する土地改良区にあっては、貸借対照表の提出は不要（土地改良法施行規則

第49条の２）。 
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様式第14号の３（第１条関係） 
解散命令によって解散した土地改良区（土地改良区連合） 

の清算認可申請書 
年  月  日 

福島県知事 

事務所の所在地          

土地改良区（土地改良区連合）の名称 

清算人の氏名           

（清算人全員の氏名を連記すること） 

 土地改良法第135条第１項の規定による解散命令（   年  月  日付け  第   

 号）によって解散した    土地改良区（    土地改良区連合）の清算事務が終

わったので、土地改良法第71条の７（土地改良法第84条において準用する同法第71条の

７）の規定によって読み替えて適用する同法第71条の規定により、下記の決算報告書を添

えて認可を申請します。 

記 

 

１ 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額 

２ 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額 

３ 残余財産の額（支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産

の額） 

備考 

１ 上記１、２については、適切な項目に細分することができる（土地改良法施行規則

第49条の４第１項柱書）。 

２ 上記３については、「残余財産の引渡しを完了した日」を注記すること（土地改良

法施行規則第49条の４第２項）。 
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様
式
第
十
七
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 
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様式第17号の２（第１条関係） 

土地改良区連合の解散認可申請書 
年  月  日 

福島県知事 

                      事務所の所在地 

                      土地改良区連合の名称 

                      理事長の氏名         

土地改良法第83条の２第１項の規定により、    土地改良区連合を解散したいの

で、同条第２項の規定により、下記の書類を添えて認可を申請します。 

記 

１ 所属土地改良区の合併により一の土地改良区のほかに土地改良区連合の所属土地改良

区がなくなったことを証する書面 

２ 土地改良法第83条の２第２項の議決に係る総会又は総代会の議事録の謄本 

３ 土地改良法第41条第１項の規定により債権者の同意を要するときは、その同意があっ

たことを証する書面又はその同意が得られない場合はその事由を記載した書面 
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様式第17号の３（第１条関係） 
土地改良区連合の権利義務承継認可申請書 

年  月  日 

福島県知事 

                      事務所の所在地 

                      土地改良区の名称 

                      理事長の氏名         

 

土地改良法第83条の２第１項の規定により、    土地改良区連合の権利義務を承継

したいので、同条第３項の規定により、下記の書類を添えて認可を申請します。 

記 

１ 所属土地改良区の合併により一の土地改良区のほかに土地改良区連合の所属土地改良

区がなくなったことを証する書面 

２ 変更後の定款 

３ 土地改良法第83条の２第３項の議決に係る総会又は総代会の議事録の謄本 

４ 土地改良法第41条第１項の規定により債権者の同意を要するときは、その同意があっ

たことを証する書面又はその同意が得られない場合はその事由を記載した書面 
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様
式
第
三
十
四
号
及
び
様
式
第
三
十
五
号
中
「第

18条
第

17項

」
を
「第

18条
第

18項

」
に
改
め
る
。 

附

　則 
１

　こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
土
地
改
良
法
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出

さ
れ
て
い
る
申
請
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
土
地
改
良
法
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ

た
申
請
書
と
み
な
す
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号 

　地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
支
出
に
関
す
る
事
務
を
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
（
同
条
第
二
項
の
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
委
託
し
た
。 

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称 

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｐ
Ａ
Ｎ
株
式
会
社 

二

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地 

東
京
都
台
東
区
台
東
一
丁
目
五
番
一
号 

三

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
指
定
し
た
日 

令
和
七
年
四
月
一
日 

四

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
等
又
は
歳
出 

福
島
県
避
難
市
町
村
家
賃
等
支
援
事
業
助
成
金
の
給
付 

五

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
日 

令
和
八
年
四
月
一
日 

（
避
難
者
生
活
支
援
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
収
納
に
関
す
る
事
務
を
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
（
同
条
第
二
項
の
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
委
託
し
た
。 

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

ビ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

　東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
二
番
二
号 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ

　東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
十
一
番
一
号 

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

　東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号 

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社

　東
京
都
港
区
高
輪
二
丁
目
二
十
一
番
一
号

　Ｔ
Ｈ
Ｅ

　Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
Ｐ
Ｉ
Ｌ

Ｌ
Ａ
Ｒ

　１

　Ｎ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
Ｈ 

楽
天
ペ
イ
メ
ン
ト
株
式
会
社

　東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
六
番
五
号 

株
式
会
社
セ
ブ
ン
︱
イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン

　東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八 

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

　東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
十
一
番
二
号 

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

　東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
十
一
号 

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

　東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
十
番
一
号 

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社

　千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 

株
式
会
社
ポ
プ
ラ

　広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
久
地
六
百
六
十
五
番
地
の
一 

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス

　東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二
十
七
号 

二

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
指
定
し
た
日 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

三

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
等 

納
入
通
知
書
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
等
収
入 

四

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
日 

令
和
八
年
四
月
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
出
納
総
務
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
添
付
書
類
を
令
和
八
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部

産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労

政
課
及
び
郡
山
市
農
商
工
部
産
業
雇
用
政
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
五
月
二
十
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

イ
オ
ン
モ
ー
ル
郡
山

　福
島
県
郡
山
市
日
和
田
町
字
小
原
一
番
地
ほ
か 

二

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名

称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

　１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者 

　
　
　名
称

　株
式
会
社
日
和
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル 

　
　
　代
表
者
の
氏
名

　代
表
取
締
役

　山
菅

　貴
史 

　
　
　住
所

　福
島
県
郡
山
市
日
和
田
町
字
古
舘
二
十
九 

　２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

　
　
　名
称

　イ
オ
ン
東
北
株
式
会
社 

　
　
　代
表
者
の
氏
名

　代
表
取
締
役

　西
垣

　幸
則 

　
　
　住
所

　秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
番
二
十
五
号 

ほ
か
の
小
売
業
者
は
未
定 
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三

　大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

　
　令
和
九
年
一
月
十
二
日 

四

　大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

　
　四
万
七
千
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

五

　大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

　１

　駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

　
　㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　㈡

　収
容
台
数

　三
千
五
百
九
十
台 

　２

　駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

　
　㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　㈡

　収
容
台
数

　五
百
五
十
台 

　３

　荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

　
　㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　㈡

　面
積

　四
百
八
十
一
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

　４

　廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

　
　㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　㈡

　容
量

　二
百
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

六

　大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

㈠

　開
店
時
刻

　午
前
七
時 

㈡

　閉
店
時
刻

　翌
午
前
一
時 

２

　来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
一
時
三
十
分
ま
で 

一
部
、
二
十
四
時
間 

３

　駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

㈠

　数

　六
箇
所 

㈡

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

４

　荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

二
十
四
時
間 

七

　届
出
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
十
一
日 

　（
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
添
付
書
類
を
令
和
八
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部

産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労

政
課
及
び
広
野
町
政
策
企
画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
五
月
二
十
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

　
　薬
王
堂
福
島
広
野
店

　福
島
県
双
葉
郡
広
野
町
大
字
下
北
迫
字
新
町
百
二
十
九
番
十
一
ほ
か 

二

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名

称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

　１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者 

　
　
　名
称

　株
式
会
社
薬
王
堂 

　
　
　代
表
者
の
氏
名

　代
表
取
締
役

　西
郷

　孝
一 

　
　
　住
所

　岩
手
県
紫
波
郡
矢
巾
町
医
大
通
二
丁
目
七
番
七
号 

　２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

　
　
　名
称

　株
式
会
社
薬
王
堂 

　
　
　代
表
者
の
氏
名

　代
表
取
締
役

　西
郷

　孝
一 

　
　
　住
所

　岩
手
県
紫
波
郡
矢
巾
町
医
大
通
二
丁
目
七
番
七
号 

三

　大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

　
　令
和
九
年
一
月
十
二
日 

四

　大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

　
　千
二
百
三
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル 

五

　大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

　１

　駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

　
　㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　㈡

　収
容
台
数

　四
十
七
台 

　２

　駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

　
　㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　㈡

　収
容
台
数

　八
台 

　３

　荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

　
　㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　㈡

　面
積

　三
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

　４

　廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

　
　㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　㈡

　容
量

　四
立
方
メ
ー
ト
ル 

六

　大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

　１

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

　
　㈠

　開
店
時
刻

　午
前
七
時 

　
　㈡

　閉
店
時
刻

　翌
午
前
零
時 

　２

　来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

　
　
　午
前
六
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三
十
分
ま
で 

　３

　駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 
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　㈠

　数

　一
箇
所 

　
　㈡

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　４

　荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

七

　届
出
年
月
日 

　
　令
和
八
年
五
月
十
一
日 

　（
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号 

　計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

　
　令
和
八
年
五
月
二
十
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　計
量
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
し
た
場
所
で
実
施
す
る
検
査 

 

検
査
区
域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検
査
の
期
日
及
び
時
間

検

　査

　場

　所

大
沼
郡
会
津
美

非
自
動
は
か
り
（
計
量
法 

六
月
二
三
日

　
　
　
　
　

 

新
鶴
生
涯
学
習
セ

里
町

　
　
　
　
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令 

　午
後
一
時
三
〇
分
か
ら 

ン
タ
ー

　
　
　
　

 

第
三
二
九
号
）
第
五
条
第 

　午
後
四
時
ま
で

　
　
　

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ 

る
も
の
を
除
く
。
以
下
同 

六
月
二
四
日

　
　
　
　
　

 

会
津
美
里
町
役
場

じ
。
）
、
分
銅
及
び
お
も

　午
前
九
時
三
〇
分
か
ら 
本
庁
舎

　
　
　
　

 

り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　午
前
一
二
時
ま
で

　
　

 
 

　午
後
一
時
か
ら

　
　
　

 

　午
後
四
時
ま
で

　
　
　

六
月
二
五
日

　
　
　
　
　

 

会
津
美
里
町
役
場

　午
前
九
時
三
〇
分
か
ら 

本
郷
支
所

　
　
　

 

　午
前
一
二
時
ま
で

　
　

同

　郡
昭
和
村

七
月
一
日

　
　
　
　
　
　

 

昭
和
村
公
民
館

　

 

　午
後
一
時
三
〇
分
か
ら 

　午
後
四
時
ま
で

　
　
　

同

　郡
金
山
町

七
月
二
日

　
　
　
　
　
　

 

金
山
町
横
田
出
張

　午
前
九
時
三
〇
分
か
ら 

所

　
　
　
　
　
　

 

　午
前
一
一
時
三
〇
分
ま

 

　で

　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

金
山
町
役
場

　
　

　午
後
一
時
三
〇
分
か
ら 

　午
後
四
時
ま
で

　
　
　

同

　郡
三
島
町

七
月
三
日

　
　
　
　
　
　

 

三
島
町
役
場

　
　

 

　午
前
九
時
三
〇
分
か
ら 

 

　午
前
一
一
時
ま
で

　
　

耶
麻
郡
西
会
津

七
月
七
日

　
　
　
　
　
　

 

旧
西
会
津
町
役
場

町

　
　
　
　
　

　午
前
一
一
時
か
ら

　
　

 

庁
舎

　
　
　
　
　

　午
前
一
二
時
ま
で

　
　

河
沼
郡
柳
津
町

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

柳
津
町
役
場

　
　

　午
後
二
時
か
ら

　
　
　

 

　午
後
四
時
ま
で

　
　
　

同

　郡
会
津
坂

七
月
八
日

　
　
　
　
　
　

 

会
津
坂
下
町
役
場

下
町

　
　
　
　

　午
前
九
時
三
〇
分
か
ら 

東
分
庁
舎

　
　
　

　午
前
一
二
時
ま
で

　
　

 

　午
後
一
時
か
ら

　
　
　

 

　午
後
四
時
ま
で

　
　
　

七
月
九
日

　
　
　
　
　
　

 

同

　
　
　
　
　
　

　午
前
九
時
三
〇
分
か
ら 

　午
前
一
二
時
ま
で

　
　

 

　午
後
一
時
か
ら

　
　
　

 

　午
後
二
時
三
〇
分
ま
で

右
に
掲
げ
る
町

右
の
特
定
計
量
器
で
、
右 

七
月
一
〇
日
か
ら
八
月
七

福
島
県
計
量
検
定 

村

　
　
　
　
　

 

の
検
査
を
受
け
な
か
っ
た 

日
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜

所

　
　
　
　
　
　

 
 

も
の

　
　
　
　
　
　
　
　

 

日
及
び
祝
日
を
除
く
。
） 

 
 

　午
前
九
時
か
ら

　
　
　

 

　午
前
一
一
時
三
〇
分
ま

　で

　
　
　
　
　
　
　
　

 

　午
後
一
時
か
ら

　
　
　

 

　午
後
三
時
ま
で
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二

　特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
検
査
場
所
で
実
施
す
る
検
査 

検

　査

　区

　域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検

　査

　の

　期

　日

耶
麻
郡
西
会
津
町
、
河

非
自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り 

一
〇
月
一
日
か
ら
一
二
月
二

沼
郡
会
津
坂
下
町
、
同

〇
日
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜

郡
柳
津
町
、
大
沼
郡
会

日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

　

津
美
里
町
、
同
郡
三
島

町
、
同
郡
金
山
町
及
び

同
郡
昭
和
村

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
計
量
検
定
所
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
宮

川
土
地
改
良
区
か
ら
令
和
八
年
四
月
三
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
年
五
月

十
三
日
認
可
し
た
。 

　
　令
和
八
年
五
月
二
十
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 
　
　
　
　
　
　
　
　

 
               

                                       

公 告 第 １ １ ３ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る シ ス テ ム 運 用 保 守 点 検 業 務 （ 流
総 ） の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物
品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政
令 」 と い う 。 ） 第 1 2条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 3 9年 福 島 県 規 則 第 1 7号 ） 第 2 74 条 の 1 1第
１ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る ｡  
    令 和 ８ 年 ５ 月 22 日  
                                                  福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  
１   随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量  
    シ ス テ ム 運 用 保 守 点 検 業 務 （ 流 総 ）   一 式  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
    福 島 県 土 木 部 土 木 総 室 土 木 総 務 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
３   随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日  
    令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日  
４   随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所  
    富 士 通 Ｊ ａ ｐ ａ ｎ 株 式 会 社   神 奈 川 県 川 崎 市 幸 区 大 宮 町 １ 番 地 ５  
５   随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額  
    8 1 , 2 9 0 , 0 0 0 円  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
    随 意 契 約  
７   随 意 契 約 と す る こ と と し た 理 由  
    特 例 政 令 第 11 条 第 １ 項 第 ２ 号 該 当  
                                                                （ 土 木 総 務 課 ）  
                       
公 告 第 １ １ ４ 号  

Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と
お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続
の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2条 及 び 福
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島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
令 和 ８ 年 ５ 月 22 日  

福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  
１   随 意 契 約 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  

タ ミ フ ル ド ラ イ シ ロ ッ プ ３ ％   30 ｇ （ 瓶 ） 備 蓄 用   1 5 , 5 2 0 瓶  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  

福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
３   随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日  

令 和 ８ 年 ４ 月 23 日  
４   随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所  

中 外 製 薬 株 式 会 社   東 京 都 北 区 浮 間 五 丁 目 ５ 番 １ 号  
５   随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額  

4 7 , 4 6 0 , 1 6 0 円  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  

随 意 契 約  
７   随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由  

特 例 政 令 第 11 条 第 １ 項 第 １ 号 該 当  
（ 入 札 用 度 課 ）  
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福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ４ ８ 号  
  暴 力 追 放 運 動 推 進 セ ン タ ー に 関 す る 規 則 （ 平 成 ３ 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ７ 号 ） 第 ３
条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の 指 定 団 体 か ら 当 該 指 定 団 体 の 住 所 及 び 暴 力 追 放 事 業 を 行 う
事 務 所 の 所 在 地 の 変 更 に つ い て 届 出 が あ っ た 。  

令 和 ８ 年 ５ 月 22 日  
福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長   髙   橋   良   行  

１   指 定 団 体  
公 益 財 団 法 人 福 島 県 暴 力 追 放 運 動 推 進 セ ン タ ー  

２   届 出 事 項  
  
 変   更   内   容 変   更   前 変   更   後  
  
 住 所                      福 島 県 福 島 市 中 町 ８ 番 ２ 福 島 県 福 島 市 舟 場 町 ２ 番  
 号                     １ 号                    

暴 力 追 放 事 業 を 行 う 事 務 所  福 島 県 福 島 市 中 町 ８ 番 ２  福 島 県 福 島 市 舟 場 町 ２ 番
の 所 在 地                 号                     １ 号                  

３   変 更 年 月 日  
令 和 ８ 年 １ 月 13 日  

（ 組 織 犯 罪 対 策 課 ）  
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